
雇用保険、労災保険、子ども・子育て拠出金の保険料率（2025年度）

雇用保険
（一般事業の場合）

子ども・
子育て拠出金

徴収年齢保険の種類

雇用保険は事業によって保険料が異なる（2026年3月31日まで）

事業の種類 保険料率 会社負担 従業員負担

全年齢会社負担： 0.90％
従業員負担： 0.55％

全年齢全額会社負担

70歳未満

保険料率

全額会社負担

労使の負担分

1.45％
（全国一律）

2.5/1000～88/1000
（事業の種類によって異なる）

0.36％
（全国一律）

労災保険

一般の事業 1.45% 0.90% 0.55%

1.65% 1.00% 0.65%

1.75% 1.10% 0.65%

農林水産・清酒製造の事業

建設の事業

雇用保険の保険料率は4月と10月に改定されることが
あるので、最新の料率をチェックしましょう。

園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、
内水面養殖、特定の船員を雇用する事業につ
いては「一般の事業」の保険料率が適用される

下2つ以外の事業
はすべて「一般の
事業」となる

雇用保険は労使の負担割合が異なる

社会保険の保険料率につ
いては59ページに掲載し
てあります。
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健康保険・厚生年金保険の保険料額表の見方（協会けんぽ・東京都）

●報酬月額とは？

報酬月額 4月～6月の総支給額の平均＝
各種手当や時間外賃金などを含む

報酬月額（4～6月の
平均給与）で決まる

報酬月額に含まれる給与
基本給、諸手当、通勤手当、残業代、
賞与（年4回以上の場合）など

報酬月額に含まれない給与
退職金、祝い金、見舞金、賞与（年3回以
下）、休業補償手当、傷病手当、出張費など

…

社会保険料の負担割合（2025年度、東京都の例）

保険の種類 保険料率 徴収年齢本人負担
会社負担 保険料率の説明

社
会
保
険

健康保険料
（協会けんぽ） 9.91%

4.955%

0.795%

9.15%

1.59%

18.3%

75歳未満 保険料率は都道府県によっ
て異なる

保険料率は全国一律

一般、坑内員・船員とも同じ
保険料率に（2017年より）

40～64歳

70歳未満

介護保険料
（協会けんぽ）

厚生年金
保険料

4.955%

0.795%

＝2× ÷ 給与から控除する保険料
（本人負担分）標準報酬月額 保険料率

9.15%

保険料率は都道府県
ごとに変わる

報酬月額が25万～27万円
の場合は、この行を見る

左の数字は健康保険料の等級、（　）
内の数字は厚生年金保険料の等級
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